「働き方改革と建設業」講演会のお知らせ

時間外労働時間の罰則付上限規制まで一年余りとなり、遅くとも令和4年度中には就業規程の整備、三六協定の見直し、勤怠管理システムの再検討、導入等必要な準備を終え、令和5年度中には時間外労働を縮減し、法規制にあわせた労務管理を実際に行っていくことが重要です。令和5年度に検討を開始した場合、法規制に十分適応できないまま、令和6年度の法施行を迎えることになる可能性もあります。
ついてはこの機会に、実務的な内容を中心に実際に労務管理を担う担当者を対象に専門家による講演会を実施します。この講演会では、抽象的な法令解釈よりも、実務上必要な情報を中心に講義をいただきます。
「何から始めていいか迷っている」、「準備を進めているが上手くいかない」、「対応できているはずだが十分かどうか確認したい」方は是非、ご検討ください。

記

講演内容 「働き方改革と建設業」～法令改正で何をしなければならないか～
講　　師:建設経営サービス提携講師
労働衛生コンサルタント　村木宏吉　氏
日　　時:令和4年12月5日(月)  午後1時30分～午後3時
場　　所:男女共同参画センター　あざれあ　2階　　大会議室
　　　　静岡市駿河区馬淵1丁目17番1号
定　　員:70名
その他:聴講無料
申込方法:別紙申込書に必要事項を記載の上、11月17日(木)までに、(一社)静岡県建設業協会までメール(info@sizkk.net.or.jp)まで送信していただくか、FAX(054-255-5590)にてお送りください。
　　　　　
              正      info@sizkk-net.or.jp


一般社団法人　静岡県建設業協会
担　　当　川和田
電　　話　054-255-0234



別　紙

「働き方改革と建設業」受講申込書

日　　時:令和4年12月5日(月)  午後1時30分～午後3時
場　　所:男女共同参画センター　あざれあ　2階　　大会議室
　　　　静岡市駿河区馬淵1丁目17番1号
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送信先: info@sizkk.net.or.jp    (一社)静岡県建設業協会　担当　川和田
　　　

